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民 生 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成１９年１２月１１日（火）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　　午前１０時３５分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 安藤　薫  副委員長 上村高義  委　　員 山崎雅数

委　　員 藤浦雅彦  委　　員 南野直司 

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正

保健福祉部長　佐藤芳雄 同部次長兼福祉総務課長　登阪　弘　　

同課参事　北埜保紀 　高齢者障害者福祉課長　堤　守

同課参事　小矢田博子 こども育成課長　稲村幸子

同課参事　船寺順治 国保年金課長　野村眞二

１．出席した議会事務局職員

事務局次長　野杁雄三 同局次長代理　日垣智之

１．審査案件（審査順）

議案第５６号　平成１９年度摂津市一般会計補正予算所管分

議案第５８号　平成１９年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算　
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（午前１０時　開会）

○安藤委員長　おはようございます。

　ただいまから民生常任委員会を開会い

たします。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　本日は、年末何かとお忙しい中、民生

常任委員会をお持ちいただきまして、大

変ありがとうございます。

　きょうは、きのうの本議会で当委員会

に付託されました一般会計の補正予算所

管分のほか１件、ご審議を賜ることにな

りますけれども、どうぞ慎重審議の上、

ご可決賜りますよう、よろしくお願いい

たします。

　いつものとおり、私は退席をいたしま

すけれども、在庁いたしておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。

○安藤委員長　あいさつが終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は南野委員

を指名いたします。

　審査の順序につきましては、先に、議

案第５６号所管分の審査を行い、次に、

議案第５８号の審査を行うことに異議ご

ざいませんでしょうか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○安藤委員長　異議なしと認め、そのよ

うに決定いたします。

　暫時休憩します。

（午前１０時１分　休憩）

（午前１０時２分　再開）

○安藤委員長　再開します。

　議案第５６号所管分の審査を行います。

　補足説明求めます。

　佐藤保健福祉部長。

○佐藤保健福祉部長　おはようございま

す。

　それでは、議案第５６号、平成１９年

度摂津市一般会計補正予算第３号のうち、

保健福祉部に係る部分につきまして、目

を追って補足説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、１０ペー

ジ、款１４、国庫支出金、項１、国庫負

担金、目１、民生費国庫負担金は、障害

者自立支援法に基づく重度訪問介護に係

る居宅介護等給付費負担金の増額及び国

民健康保険基盤安定負担金の確定に伴う

ものでございます。

　款１５、府支出金、項１、府負担金、

目１、民生費府負担金は、国庫負担金と

同じく、重度訪問介護に係る居宅介護等

給付費負担金の増額及び国民健康保険基

盤安定負担金の確定に伴うものでござい

ます。

　１１ページ、項２、府補助金、目２、

民生費府補助金は、障害児を育てる地域

の支援体制整備事業分として、障害者自

立支援対策臨時特例基金特別対策事業費

補助金が交付されるものでございます。

　１２ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目１、雑入の施設事務費返還金は、

高槻温心寮に係る会計検査院の生活保護

費の実地検査に伴う返還金でございます。

　続きまして、歳出でございますが、１

４ページ、款２、総務費、項１、総務管

理費、目１、一般管理費の水道事業会計

繰出金は、水道料金減免の対象者の増に

よるものでございます。

　１９ページ、款３、民生費、項１、社

会福祉費、目１、社会福祉総務費は、障

害者自立支援法に基づく重度訪問介護に

係る給付費のほか、事業費確定に伴う過

年度分国庫返還金を計上いたしておりま

す。

　また、国民健康保険特別会計繰出金は、

保険基盤安定繰出金及び国保財政安定化

支援事業繰出金の確定に伴うものでござ

います。

　２０ページ、目５、身体障害者福祉費
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は、事業費確定に伴う過年度分国庫返還

金でございます。

　２０ページから２１ページ、項２、児

童福祉費、目１、児童福祉総務費は、障

害児を育てる地域の支援体制整備事業に

係る療育器具及びそれに付随する消耗品

の購入の経費を計上いたしております。

　また、過年度国庫府費返還金は、保育

所運営費負担金に係る昨年度の精算によ

る国庫府費返還金でございます。

　目４、母子福祉費は、母子家庭自立支

援給付金事業補助金に係る、昨年度の精

算による国庫返還金でございます。

　２２ページ、項３、生活保護費、目２、

扶助費は、昨年度の生活保護費国庫負担

金の精算返還金等でございます。

　以上、補正予算内容の説明とさせてい

ただきます。

○安藤委員長　説明が終わり、質疑に入

ります。

　南野委員。

○南野委員　おはようございます。

　それでは、何点かお聞かせいただきた

いと思うんですけれども。

　まずは、１０ページの、国庫負担金、

府負担金ともに、今回、居宅介護等給付

費負担金について増額補正されておりま

すが、この居宅介護等給付費負担金につ

いてでございますけれども、障害者自立

支援法の施行前は、国庫補助金の居宅生

活支援補助金として、障害児、身体障害

者、知的障害者のそれぞれで計上されて

いたのが、障害者自立支援法の施行に伴っ

て、国庫負担金として新たに居宅介護等

給付費負担金ということで計上されてい

ると認識するんですけれども、この障害

者自立支援法施行前と施行後、ちょっと

予算書、決算書等々を見ておりましたら、

この部分に関しては減額になっていると

いうことで私自身認識してるんですけれ

ども、この点、自立支援法の影響等、ど

のように変わってきたのか、ここでちょっ

とお聞かせいただきたいと思います。

　もう１点は、１１ページの、先ほど、

補足説明もあったんですけれども、障害

者自立支援対策臨時特例基金特別対策事

業費補助金ということで、この補助金に

関して、ちょっと中身の方を詳しくお聞

きしたいなと思います。

　もう１点は、１９ページの、これも補

足説明であったと思うんですけれども、

重度訪問介護給付費ということで、４３

９万９，０００円の増額補正を計上され

ておられますが、この給付費に関しても、

ちょっと中身の方をお聞かせいただきた

いと思います。

　以上です。

○安藤委員長　じゃあ、答弁お願いしま

す。

　堤課長。

○堤高齢者障害者福祉課長　それでは、

私の方から、南野委員のご質問のありま

した、居宅介護の負担金の増と、それか

ら、重度訪問介護給付費の増額補正につ

いて、これを一括してご説明させていた

だきたいと思います。

　まず、居宅介護等給付費負担金でござ

いますが、これは、今、後の方で申し上

げました重度訪問介護給付費の財源でご

ざいまして、障害者自立支援法の施行に

伴いまして、障害福祉サービスに係る自

立支援給付費ということで、今回新たに

設けられたものでございます。

　重度訪問介護と申しますのは、重度の

肢体不自由児者で、常に介護を必要とす

る方に、自宅で入浴、排せつ、食事の介

護、外出時における移動支援などを総合

的に行うものでございます。

　それで、重度の肢体不自由児者の方で

あって、常時、介護を要する障害者の方
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に対して給付するサービスでございます。

　それに対する財源といたしまして、国

庫が２分の１、これが１０ページの民生

費国庫負担金でございます。それに対す

る４分の１が府支出金の府負担金になっ

ております。この分は、お一方の方が決

定をされたと。４か月分のお一方の分で

ございまして、それに伴う国庫府費の財

源でございます。

　ですから、ご質問でございましたよう

に、減額等になっているわけではなくて、

今回、この方がお一人決定されたことに

伴う追加補正措置でございますので、よ

ろしくお願いいたします。

○安藤委員長　稲村課長。

○稲村こども育成課長　障害者自立支援

対策臨時特例基金特別対策事業費補助金

の内容につきましてご説明させていただ

きます。

　障害者自立支援法の円滑な実施を図る

ためということで、この臨時特例交付金

の事業が実施されるということになりま

した。

　この交付金の中に、制度改正に伴う緊

急的な支援といたしまして、障害児を育

てる地域の支援体制整備事業というのが

ございます。この事業につきましては、

障害児を育てる親の育児不安の軽減を図

るとともに、相談支援の充実を図るとい

うようなことを目的といたしております。

　この事業の内容といたしまして、相談

支援の場における、障害早期発見のため

の療育器具の整備あるいは遊具の設置な

どに対して補助がなされるということに

なっております。

　補助割合といたしましては、１０分の

１０ということで、国の方が全額補助と

いうことになっておりまして、１８年度、

１９年度、２０年度の３か年の事業とい

うことになっております。

　今回、家庭児童相談室の方でこの療育

器具を整備したいということで、こうい

う機会をとらえまして、一層、障害を持

つ子どもたちの療育に対して、あるいは

親御さんの相談支援に対して充実を図っ

ていこうということで、備品ですとか消

耗品についての予算を補正として上げさ

せていただいております。

○安藤委員長　南野委員。

○南野委員　ご説明いただきまして、わ

かりました。

　以上です。

○安藤委員長　ほかに。

　山崎委員。

○山崎委員　南野委員も聞いていただき

ましたので、私の方から２点ほどお聞き

したいと思います。

　同じ１１ページの、障害者の自立支援

対策特別基金ということなんですけれど

も、これはどういった性質のものか、も

う少し突っ込んでお話ししていただけれ

ばと思っております。

　この消耗品と備品の購入に充てたとい

うことにもなるんですけれども、これが

地域支援事業として必要なもので、これ

がなくても上がってきたものかどうかと

いうようなことも、ちょっとお聞かせ願

えればと思っています。

　それから、２２ページの、扶助費の返

還金２，９４５万円ということで、これ

がちょっと多いのか、少ないのか、私も、

過年度含めてちょっとわからないんです

けれども、この中身の方もお聞かせ願え

ればと思います。

○安藤委員長　登阪次長。

○登阪保健福祉部次長　生活保護費に係

ります過年度分の国庫返還金等につきま

して、その内容についてご説明申し上げ

ます。

　中身につきましては二つございまして、
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一つは、平成１８年度の生活保護費の国

庫負担金の精算でございまして、これに

つきましては、当初、１４億４，６６４

万８，０００円の交付決定をいただいて

いたわけですけれども、実際の額が１４

億１，７３８万７，１２５円ということ

で、その差額が２，９２６万８７５円。

それから、先ほど、ちょっと補足説明で

申し上げましたように、高槻温心寮に係

ります会計検査院の実施検査に伴う返還

金がございまして、この分が、国庫返還

金で１４万２，２８３円、それから、府

費返還金で４万７，４２７円、この部分

につきましては雑入で返ってきていると

いうことになります。当初、予算１，０

００円がありますので、その差し引きと

いたしまして、返還金としまして２，９

４４万９，５８５円となっております。

○安藤委員長　稲村課長。

○稲村こども育成課長　障害者自立支援

対策臨時特例基金特別対策事業費の補助

金でございますけれども、これにつきま

しては、今回の補正に上げさせていただ

いています備品でございますが、その内

訳といたしましては、例えば、検査用具

ですね、お子さんの障害を判定するよう

な用具なんですけれども、認知評価シス

テムというような検査用具を新しく入れ

るということになっております。

　ほかの知能検査に関します検査用具な

どを合わせまして３０万円ほどの備品を

組んでおります。また、そのほかに、療

育器具といたしまして、感覚統合の訓練

をするような、スイングと言うんですけ

れども、ブランコのようなものです。体

を揺らすような、そういうような器具に

対しても予算を組ませていただいており

ます。

　そのほかに、ＡＤＨＤ、ＬＤの方に対

して、スクリーニングをするようなテス

トの検査器具ですとか、あるいはそれに

伴った消耗品ですとか、そういうものも

上げさせていただいております。

　この補助金がなければ予算はどうなっ

たのかというご質問でございましたが、

日ごろから、検査の場面あるいは療育の

場面で必要だというふうに感じてきたも

のではございますが、なかなか予算の関

係で、今まで入れられなかったものが、

今回、こういうような交付金が出るとい

うことになりまして、それに伴って事業

を充実させていこうということで、予算

を補正としてお願いしたものでございま

す。

　これが各保健所管内に交付されるとい

うことになっておりまして、ここでした

ら、茨木保健所管内ということで、摂津

市、茨木市、島本町の中でこの交付金を

分け合っていくということで、ここの三

者での協議も必要でございましたので、

１９年度の予算編成の時期には間に合わ

なかったのですけれども、こういった形

で充実をさせていただくということで、

年度の途中ではございますが補正で上げ

させていただきました。

○安藤委員長　山崎委員。

○山崎委員　先ほど、この特別補助金と

いうことで、年度を限ってという話も出

てましたので、これ、消耗品も買われて

いるということであれば、この児童相談

室、継続をずっとしていく中では、予算

措置、これからも必要になってくる項目

になってくるんですね。これをまた、だ

から、今後、一般の普通の会計で予算に

上がってくると、消耗品に関してはそう

いうふうに考えてよろしいんですか。

○安藤委員長　稲村課長。

○稲村こども育成課長　一部につきまし

ては、今後も消耗品として上げていくと

いうことになろうかと思います。
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○安藤委員長　ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○安藤委員長　質疑がないようです。

　それでは、以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１０時２０分　休憩）

（午前１０時２１分　再開）

○安藤委員長　再開します。

　議案第５８号の審査を行います。

　本件につきましては、補足説明を省略

して、質疑に入ります。

　南野委員。

○南野委員　１点だけお聞かせいただき

たいと思います。

　６ページ、雑入いうことで、雑収入２，

５０５万９，０００円ということで計上

されておるんですけれども、その中身に

ついて、ちょっとお聞かせいただきたい

と思います。

○安藤委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　雑入の２，５０５

万９，０００円の中身についてというご

質問でございます。

　まず、国民健康保険の特別会計に限ら

ず、予算の性質として、歳入歳出が均衡

されているものという大前提がございま

す。その中で、この国民健康保険の特別

会計の性格といたしまして、歳出でござ

いますね、保険給付費であるとか、老健

の拠出金、介護の納付金等々の支払いを

するためにという言い方が適当かどうか

わかりませんが、その支払いのための歳

入として、国庫支出金であったり、府の

負担金、共同事業の交付金であったりと

いう部分を差し引いて、残りを保険料で

賄うという性格のものでございます。

　その中で、収入として、本来、委員ご

指摘のように、雑入部分についても、確

実なものを見込むというのが大原則であ

ろうかと思いますが、今の時点では、歳

出部分と歳入の収支を合わせるという意

味での雑入という形になっておりますの

で、確実性のあるものかどうかというの

は、今の時点では正直申し上げられない

というものでございます。具体的に中身

というのはちょっとございませんので。

　以上です。

○安藤委員長　南野委員。

○南野委員　わかりました。

○安藤委員長　ほかにございますか。

　山崎委員。

○山崎委員　今の説明を聞かせていただ

きまして、余り突っ込む気はないんです

けれども、ここで、雑入ということで、

これが残れば、つまりは赤字になるとい

う見込みのものというふうな考え方をし

てよろしいのかなと思うんですが、また、

もし言及していいもんなら、そういうふ

うにお答えいただいたらいいと思うんで

すが。

　９ページの方、款７の諸支出金、これ

も同じようなあれなんですけれども、こ

の償還金の中身をちょっとお聞かせ願い

たいなと思います。

○安藤委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　まず、１点目の、

雑入については、委員のお見込みのとお

りでございます。

　次、２点目に、償還金の中身でござい

ますが、こちらの方につきましては、国

庫負担金等の過年度分の精算分という形

で今回上げさせてもらっております。

　具体的な中身につきましては、国庫支

出金に係る部分でございますが、療養給

付費負担金の過年度分の精算金といたし

まして４，３４５万５，６８３円となっ

てます。そして、同じく国庫支出金に係

る部分でございますが、調整交付金の精

算部分ということで、こちらが３，０８

８万４，０００円となってます。
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　そして、府支出金に係る部分でござい

ますが、老人医療の波及分の過年度精算

分が１８万４，０１７円、そして、同じ

く府支出金でございますが、障害者医療

の波及分、過年度精算金ということで４

３万１，３６５円となってます。

　そして、療養給付費交付金の精算分と

いうことで、これは６月議会のときに補

正をお願いしておった部分でございます。

これも、退職者に係る過年度の精算金で

ございますが、この部分の額が確定した

ことによる不用額といたしまして３，２

６０万９１１円、こちらの方が不用とな

りまして、療養給付費交付金の精算額と

いたしましては、最終、８，７３９万９，

０８９円という形になっております。

○安藤委員長　山崎委員。

○山崎委員　１１月決算のときに途中で

報告もありましたけれども、交付金の精

算部分、あの部分がもうこれにも入って

いるわけですか。

　うなずいていただきましたので、そう

いうふうに理解します。

　また、来年、老人医療の部分で、だか

ら、後期高齢の会計が起き上がってくる、

繰り入れの部分が入ってくるんだと思う

んですけれども、この辺の実務で、この

あたりが途中大変になってくるのかなと

いう気はするんですけれども、こういっ

た部分の影響とかいうのは、老人医療の

返還金などもあるんですけれども、どう

いうふうに見ておられるのか、ちょっと

またお聞かせ願えればと思います。

○安藤委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　老人医療にかかわ

る部分ということで、国保の方の老人医

療費の拠出金ということでのご質問とい

うことで理解させてもうてよろしいです

か。

　老人医療に係ります国保からの拠出金

でございますが、こちらの方は、例年で

すと、当該年度の概算分で拠出する部分

と、あと、２年前の部分の精算に係る部

分をトータルして、拠出金という形でやっ

ておりますが、まず、来年度どうなるか

というところにつきましては、概算分に

つきましてですが、後期高齢の制度が始

まるのが４月からということになります。

医療費の支払いの関係につきましては、

国保も老人保健医療もそうですが、３月、

２月の会計の支払いとなっております。

その関係上、４月からスタートというこ

とで、既にもう３月分が２０年度に係っ

てくるということで、２０年度について

は、３月分、１か月に係る概算分の拠出

金というのが発生してきます。

　それと、２年前の精算部分が老健の拠

出金の中で出てくるという形になります

ので、予算の形態といたしましては、今

回のこの償還金という形ではなく、老健

の拠出金自体の項目がまだ残りますので、

その中での過年度分の精算と、３月１か

月分の概算の拠出が行われる予定となっ

ております。

○安藤委員長　山崎委員。

○山崎委員　では、つまり、来年の４月

以降も、老健の拠出金が３月分きれいに

終わるまで残って、４月分の、要するに、

後期高齢者の医療保険の方への拠出金と

いうか、負担金の方が４月分から起き上

がってくるというふうに考えてよろしい

んですね。

　すいません、以上です。

○安藤委員長　ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○安藤委員長　それでは、以上で質疑を

終わります。

　暫時休憩します。

（午前１０時３１分　休憩）

（午前１０時３４分　再開）
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○安藤委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○安藤委員長　討論なしと認め、採決い

たします。

　議案第５６号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○安藤委員長　全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定いたしました。

　議案第５８号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○安藤委員長　全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。

　以上で、本委員会を閉会します。

　ご苦労さまでした。

（午前１０時３５分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り、署名する。

民生常任委員長 　安 藤 　 薫

民生常任委員  　南 野 直 司
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